
 

「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-建設分野の基準について-」の一部改正について 

 

令和４年８月３０日 

 

 

  「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-建設分野の基準について-」について、今般、下記のとおり必要な改正を行いましたの

で、公表します。 
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第５ 
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P.5 第１ 特定技能外国

人が従事する業務 

○３つ目 

（新設） 〇 また、分野別運用要領に記載するとおり、当該業務に

従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に

付随的に従事することは差し支えありません。 

5 P.5 ○4つ目 ○ 本要領別表６－１に記載された業務区分において特定

技能外国人が従事できる業務内容及び主に想定される

関連業務は別表６－２～別表６－１９のとおりですが、専ら

関連業務のみに従事することは認められません。 

○ 本要領別表６－１に記載された業務区分において特

定技能外国人が従事できる業務内容及び主に想定さ

れる関連業務は別表６－２～別表６－７のとおりです

が、専ら関連業務のみに従事することは認められませ

ん。 

6 P.5 ○5つ目 ○ なお、別表６－２～別表６－１９に記載された関連業務

以外でも、建設分野の業務に従事する日本人が通常従

事することとなる関連業務（除草・除雪などの建設工事に

は該当しない業務）に付随的に従事することもあり得るもの

です。 

（削除） 

7 P.5 ○5つ目 （新設） ○ 土木区分：「指導者の指示・監督を受けながら、土木

施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等」 

「土木施設」とは、一般に、土地に定着する工作物の

うち建築物以外のものを広く含む概念であると解されて



おり、道路、公園、河川堤防、港湾施設、空港滑走路

等がその代表的なものです。 

8 P.5 ○6つ目 （新設） ○ 建築区分：「指導者の指示・監督を受けながら、建築

物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模

様替に係る作業等」 

「建築物」は、一般に、土地に定着する工作物のう

ち、屋根及び柱又は壁を有するものをいいま す。 

9 P.5 ○7つ目 （新設） ○ ライフライン・設備区分：「指導者の指示・監督を受け

ながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライ

ン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等」 

本業務で行う作業は、電気通信、ガス、水道、電気

等をネットワークとして整備、変更又は修理等行う作業

と、それらを住宅等のいわゆる付帯設備として設置・接

続等行う作業の、異なる２種類の作業で大きく構成され

ますが、どちらの作業も行うこともできます。 

10 P.6 ○8つ目 ○ 建設分野で特定技能外国人を受け入れることとなる事

業者（以下「特定技能所属機関」という。）となるための基

準については、後述の「第３ 特定技能雇用契約の適正

な履行の確保及び適合１号特定技能外国人支援計画

の適正な実施の確保に係る基準」及び「第４ 建設特定

技能受入計画の認定」を参照ください。 

○ 建設分野で特定技能外国人を受け入れることとなる

事業者（以下「特定技能所属機関」という。）となるための

基準については、後述の「第３ 特定技能雇用契約の適正

な履行の確保及び適合１号特定技能外国人支援計画の

適正な実施の確保に係る基準等」及び「第４ 建設特定技

能受入計画の認定」を参照ください。 

11 P.6 【留意事項】 

○1つ目 

○ 建設工事に該当しない除染等の業務に従事させること

を主な目的としている場合は、建設業への従事を目的と

した受入れに該当しないことから、建設分野におけるいず

れの業務区分にも該当せず、建設分野においては受入

れ対象外となります。なお、特定技能外国人を建設工事

に該当しない除染等の業務に付随的に従事させる場合

の取扱いについては、ｐ２０の１号特定技能外国人に対す

○ 建設工事に該当しない除染等の業務に従事させること

を主な目的としている場合は、建設業への従事を目的と

した受入れに該当しないことから、建設分野におけるい

ずれの業務区分にも該当せず、建設分野においては受

入れ対象外となります。なお、特定技能外国人を建設

工事に該当しない除染等の業務に付随的に従事させる

場合の取扱いについては、ｐ２５の１号特定技能外国人



る事前説明について（告示様式第１ ３（1）②、様式第

２）の項の記載を参照してください。 

に対する事前説明について（告示様式第１別紙２の２、

様式第２）の項の記載を参照してください。 

12 P.7 第２ 特定技能外国

人が有すべき技能水

準 

【関係規定】 

分野別運用方針（抜

粋） 

３ 特定産業分野において求められる人材の基準に関する

事項 

   建設分野において特定技能の在留資格で受け入れる

外国人は、以下に定める試験に合格した者（２号特定技

能外国人については、実務経験の要件も満たす者）とす

る。 

   また、特定技能１号の在留資格については、建設分野

に関する第２号技能実習を修了した者は、必要な技能水

準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱

う。 

（１）１号特定技能外国人 

    ア 技能水準（試験区分） 

        別表１ａ．試験区分（３（１）ア関係）の欄に掲げる

試験 

    イ 日本語能力水準 

「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力

試験（Ｎ４以上）」 

３ 特定産業分野において求められる人材の基準に関す

る事項 

   建設分野において特定技能の在留資格で受け入れる

外国人は、以下に定める試験に合格した者（２号特定技

能外国人については、実務経験の要件も満たす者）とす

る。 

   また、特定技能１号の在留資格については、建設分野

に関する第２号技能実習を修了した者は、必要な技能

水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り

扱う。 

（１）１号特定技能外国人 

    ア 技能水準（試験区分） 

        別表１ａ．試験区分（３（１）ア関係）の欄に掲げる

試験 

    イ 日本語能力水準 

（ア）「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日

本語能力試験（Ｎ４以上）」 

（イ）そのほか、「日本語教育の参照枠」のＡ２相当

以上の水準と認められるもの 

13 P.9 ○４つ目 〇 ２号特定技能外国人については、試験合格に加え

て、「建設現場において複数の建設技能者を指導しな

がら作業に従事し、工程を管理する者（班長）としての

実務経験」も必要です。これは、業務区分ごとにそれ

ぞれ対応する建設キャリアアップシステムに係る能力

評価基準のレベル３相当の「就業日数（職長＋班

長）」とし、対応する能力評価基準のない業務区分に

〇 ２号特定技能外国人については、試験合格に加え

て、「建設現場において複数の建設技能者を指導し

ながら作業に従事し、工程を管理する者（班長）とし

ての実務経験」も必要です。 

 



ついては、「就業日数（職長＋班長）が３年（勤務日数

645日）以上であること」とします。 2号特定技能外国

人の業務区分に対応する建設キャリアアップシステム

の能力評価基準のある職種及び各職種に必要な就

業日数については、国土交通省のホームページをご

確認ください。 

 ※国土交通省ホームページ 

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/tot

ikensangyo_const_tk2_000118.html 

14 P.9 ○5つ目 （新設） 〇 業務区分に対応する建設キャリアアップシステムの

能力評価基準のある職種に係る能力評価基準のレ

ベル３相当の「就業日数（職長＋班長）」を必要な実

務経験とし、対応する能力評価基準が無い場合につ

いては、「就業日数（職長＋班長）が３年（勤務日数

645日）以上であること」を必要な実務経験とします。 

15 P.9 〇６つ目 （新設） 〇 ２号特定技能外国人の業務区分に対応する建設

キャリアアップシステムの能力評価基準のある職種

及び各職種に必要な就業日数については、国土交

通省のホームページをご確認ください。 

 ※国土交通省ホームページ 

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensets

ugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk3_000001_

00003.html 

16 P.10 【確認対象の書類】 

＜特定技能 2号＞ 

○２つ目 

〇 建設現場において複数の建設技能者を指導しながら

作業に従事し、工程を管理する者（班長）としての実務経

験を有することを証する書類（分野参考様式第６－２号） 

〇 建設現場において複数の建設技能者を指導しながら

作業に従事し、工程を管理する者（班長）としての実務

経験を有することを証する書類（分野参考様式第６－３

号） 

17 P.10 ○３つ目 〇 ただし、２号特定技能外国人の業務区分に対応する建 〇 ただし、２号特定技能外国人の業務区分に対応する



設キャリアアップシステムの能力評価基準のある職種に

おける能力評価でレベル３を取得している場合には、「能

力評価（レベル判定）結果通知書」の写しを提出すれば、

上記の実務経験を有することを証する書類（分野参考様

式第６－２号）は不要。 

建設キャリアアップシステムの能力評価基準のある職種

における能力評価でレベル３を取得している場合には、

「能力評価（レベル判定）結果通知書」の写しを提出す

れば、上記の実務経験を有することを証する書類（分野

参考様式第６－３号）は不要。 

18 P.10 【留意事項】 

＜特定技能２号＞ 

○2つ目 

〇 そのため、上記の実務経験を有することを証する書類

（分野参考様式第６－２）の作成・提出に当たってはあら

かじめ建設キャリアアップシステムに登録しておく必要が

あります。 

〇 そのため、上記の実務経験を有することを証する書類

（分野参考様式第６－３）の作成・提出に当たってはあら

かじめ建設キャリアアップシステムに登録しておく必要が

あります。 

19 P.10 ○3つ目 （新設） 〇 建設キャリアアップシステムに蓄積されていない就業

日数及び就業履歴数の証明方法については、分野参

考様式第６－３号別紙の経歴証明書により確認します。

また、経歴証明書については誓約欄まで正確に記入す

ることが必要です。 

20 P.10 ○4つ目 （新設） ○ 「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方

針の一部変更について」（令和４年８月３０日閣議決定）

における経過措置の旧試験欄に掲げる試験の業務区

分と、建設分野に係る技能実習２号移行対象職種に対

応する実務経験は下記の表の通りです（令和４年８月３

０日現在）。ただし、表に記載のない建設キャリアアップ

システム能力評価基準のある職種及び最新の情報につ

いては必ず国土交通省ホームページをご確認ください。 



 

21 P.12 第３ 特定技能雇用

契約の適正な履行

の確保及び適合１

号特定技能外国人

支援計画の適正な

実施の確保に係る

基準等 

第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保及び適合

１号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確

保に係る基準 

 

第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保及び適

合１号特定技能外国人支援計画の適正な実施の

確保に係る基準等 

 

旧試験の業務区

分・職種

技能評価基準 必要な就業日数

（職長＋班長）

必要な就業履歴数

（職長＋班長）

業務区分

型枠施工 型枠 1年（215日）以上 215以上 土木/建築

左官 左官 1年（215日）以上 215以上 建築

コンクリート

圧送

コンクリート

圧送

1年（215日）以上 215以上 土木/建築

トンネル推進

工

トンネル 1年（215日）以上 215以上 土木

建設機械施工 機械土工 1年（215日）以上 215以上 土木

土工 土工 1年（215日）以上 215以上 土木/建築

鉄筋施工 鉄筋 3年（645日）以上 645以上 土木/建築

内 装 仕 上 げ

（表装）

内装仕上 3年（645日）以上 645以上 建築

とび とび 2年（430日）以上 430以上 土木/建築

建築大工 建築大工 0.5年（108日）以上 108以上 建築

配管 配管 1年（215日）以上 215以上 ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備

建築板金 建築板金 1年（215日）以上 215以上 建築/ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備

保温保冷（熱

絶縁施工）

保温保冷 1年（215日）以上 215以上 ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備

海洋土木工 海上起重 1年（215日）以上 215以上 土木

吹付ウレタン

断熱

ウレタン断熱 1年（215日）以上 215以上 建築

屋根ふき（か

わらぶき）

左官 1年（215日）以上 215以上 建築

鉄筋継手 圧接 １年（215日）以上 215以上 建築

電気通信 （未対応） 3年（645日）以上 645以上 ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備

さく井 （未対応） 3年（645日）以上 645以上 土木

冷凍空気調和

機器施工

冷凍空調 １年（215日）以上 215以上 ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備

建具製作 サッシ・カー

テンウォール

１年（215日）以上 215以上 建築

石材施工 エクステリア １年（215日）以上 215以上 土木/建築

タイル張り タイル張り 3年（645日）以上 645以上 建築

サッシ施工 サッシ・カー

テンウォール

１年（215日）以上
215以上

建築

防水施工 防水施工 １年（215日）以上 215以上 土木/建築

ウェルポイン

ト施工

（未対応） 3年（645日）以上 645以上 土木

築炉 （未対応） 3年（645日）以上 645以上 建築

鉄工 （未対応） 3年（645日）以上 645以上 土木/建築

塗装 建設塗装 １年（215日）以上 215以上 土木/建築

溶接 基礎ぐい工 １年（215日）以上 215以上 土木/建築/ﾗｲﾌﾗｲﾝ･

設備
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P.12 【関係規定】 

告示第２条‐第３条 

告示第２条 

建設分野に係る特定技能雇用契約及び１号特定技能

外国人支援計画の基準等を定める省令第２条第１項第１３

号及び第２項第７号に規定する告示で定める基準は、出入

国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表

第１の２の表の特定技能の項の下欄第１号に掲げる活動を

行おうとする外国人（以下「１号特定技能外国人」という。）

と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関

（以下「特定技能所属機関」という。）が次のいずれにも該当

することとする。 

一 １号特定技能外国人の受入れに関する計画（以下

「建設特定技能受入計画」という。）について、その内

容が適当である旨の国土交通大臣の認定を受けてい

ること。 

二 前号の認定を受けた建設特定技能受入計画を適正

に実施し、国土交通大臣又は第７条に規定する適正

就労監理機関により、その旨の確認を受けること。 

三 前号に規定するほか、国土交通省が行う調査又は

指導に対し、必要な協力を行うこと。 

第３条 

前条第１号の認定を受けようとする者（以下「認定申請

者」という。）は、様式第１により建設特定技能受入計画を

作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 

２ 建設特定技能受入計画には、次に掲げる事項を記載し

なければならない。 

一 認定申請者に関する事項 

二 国内人材確保の取組に関する事項 

三 １号特定技能外国人の適正な就労環境の確保に関

告示第２条 

建設分野に係る特定技能雇用契約及び１号特定技能

外国人支援計画の基準等を定める省令第２条第１項第１

３号及び第２項第７号に規定する告示で定める特定技能

雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関（以下「特定

技能所属機関」という。）の基準は、次の各号に掲げる区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 

一 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３

１９号）別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第１

号に掲げる活動を行おうとする外国人（以下「１号特

定技能外国人」という。）と特定技能雇用契約を締結

しようとする特定技能所属機関が次のいずれにも該

当すること。 

イ １号特定技能外国人の受入れに関する計画（以

下「建設特定技能受入計画」という。）について、そ

の内容が適当である旨の国土交通大臣の認定を

受けていること。 

ロ イの認定を受けた建設特定技能受入計画を適正

に実施し、国土交通大臣又は第７条に規定する適

正就労監理機関により、その旨の確認を受けるこ

と。 

ハ ロに規定するほか、国土交通省が行う調査又は

指導に対し、必要な協力を行うこと。 

二 出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特

定技能の項の下欄第２号に掲げる活動を行おうとす

る外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする特

定技能所属機関が次のいずれにも該当すること。 

イ 建設業法（昭和二十四年法律第百号）第３条第



する事項 

四 １号特定技能外国人の安全衛生教育及び技能の習

得に関する事項 

３ 国土交通大臣は、第１項の規定による認定の申請があ

った場合において、その建設特定技能受入計画が次の

各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、そ

の認定をするものとする。 

一～八（略） 

 

１項の許可（同条第３項の許可の更新を含む。以

下同じ。）を受けていること。 

ロ 建設キャリアアップシステム（一般財団法人建設

業振興基金が提供するサービスであって、当該サ

ービスを利用する工事現場における建設工事の施

工に従事する者や建設業を営む者に関する情報

を登録し、又は蓄積し、これらの情報について当該

サービスを利用する者の利用に供するものをいう。

以下同じ。）に登録していること。 

ハ 第１０条の登録を受けた法人又は当該法人を構

成する建設業者団体に所属し、同条第１号イに規

定する行動規範を遵守すること。 

第３条 

前条第１号イの認定を受けようとする者（以下「認定

申請者」という。）は、様式第１により建設特定技能受入計

画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 

２ 建設特定技能受入計画には、次に掲げる事項を記載

しなければならない。 

一 認定申請者に関する事項 

二 国内人材確保の取組に関する事項 

三 １号特定技能外国人の適正な就労環境の確保に

関する事項 

四 １号特定技能外国人の安全衛生教育及び技能の

習得に関する事項 

３ 国土交通大臣は、第１項の規定による認定の申請があ

った場合において、その建設特定技能受入計画が次の

各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、そ

の認定をするものとする。 



一～八（略） 

23 P.14 

 

第３ 特定技能雇用 

【関係規定】 

分野別運用方針

（抜粋） 

 

（新設） ５ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関す

る重要事項 

（２）建設分野の特性を踏まえて特に講じる措置 

ア 建設業者団体及び元請企業に対して特に課す

条件 

① 建設業は多数の専門職種に分かれており、建

設業者団体も多数に分かれていること等から、

特定技能外国人の受入れに係る建設業者団体

は、建設分野における外国人の適正かつ円滑な

受入れを実現するため、共同して以下の取組を

実施する団体を設けること。 

・建設分野における特定技能外国人の適正か

つ円滑な受入れの実現に向けた共同ルール

の策定及び遵守状況の確認 

・海外の現地機関との調整、試験場所の確保、

受験者の募集、試験の実施等 

・試験合格者及び試験免除者に対する必要に

応じた訓練・各種研修の実施等 

・試験合格者及び試験免除者の就職先の斡

旋・転職支援等 

② 建設現場では、元請企業が現場管理の責任を負

うことから、特定技能所属機関が下請業者である

場合、元請企業は、特定技能所属機関が受け入

れている特定技能外国人の在留・就労の資格及

び従事の状況（就労場所、従事させる業務の内

容、従事させる期間）について確認すること。 

イ 特定技能所属機関に対して特に課す条件 



 建設業では、従事することとなる工事によって建設

技能者の就労場所が変わるため現場ごとの就労管

理が必要となることや、季節や工事受注状況による

仕事の繁閑で報酬が変動するという実態もあり、特に

外国人に対しては適正な就労環境確保への配慮が

必要であることから、以下のとおりとする。 

① 特定技能所属機関は、建設業法（昭和 24年

法律第 100 号）第３条の許可を受けているこ

と。 

② 特定技能所属機関は、国内人材確保の取組

を行っていること。 

③ 特定技能所属機関は、１号特定技能外国人

に対し、同等の技能を有する日本人が従事す

る場合と同等以上の報酬額を安定的に支払

い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結し

ていること。 

④ 特定技能所属機関は、１号特定技能外国人

に対し、雇用契約を締結するまでの間に、当該

契約に係る重要事項について、当該外国人が

十分に理解することができる言語で書面を交付

して説明すること。 

⑤ 特定技能所属機関は、当該機関及び受け入

れる特定技能外国人を建設キャリアアップシス

テムに登録すること。 

⑥ 特定技能所属機関は、外国人の受入れに関

するア①の団体（当該団体を構成する建設業

者団体を含む。）に所属すること。 

⑦ 特定技能１号の在留資格で受け入れる外国



人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外

国人（外国人建設就労者）の数の合計が、特

定技能所属機関の常勤の職員（外国人技能実

習生、外国人建設就労者、１号特定技能外国

人を除く。）の総数を超えないこと。 

⑧ 特定技能所属機関は、国土交通省の定める

ところに従い、１号特定技能外国人に対する報

酬予定額、安全及び技能の習得計画等を明記

した「建設特定技能受入計画」の認定を受ける

こと。 

⑨ 特定技能所属機関は、国土交通省又は国土

交通省が委託する機関により、⑧において認定

を受けた計画を適正に履行していることの確認

を受けること。 

⑩ ⑨のほか、特定技能所属機関は、国土交通

省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を

行うこと。 

⑪ そのほか、建設分野での特定技能外国人の

適正かつ円滑な受入れに必要な事項 

24 P.15 １．建設分野におい

て 1号特定技能所属

機関に求める基準 

 

１．概要 

建設分野の特定技能所属機関は、建設特定技能受

入計画の国土交通大臣による認定を受け、当該計画

を適正に実施していることについて国土交通省又は適

正就労監理機関による確認等を受けることが求めら

れます。 

２．建設分野において特定技能所属機関に求める基準 

１．建設分野において１号特定技能外国人と特定技能

雇用契約を締結しようとする特定技能所属機関に求

める基準 

25 P.15 〇1つ目 （新設） 

 

〇 建設分野の１号特定技能所属機関は、建設特定技

能受入計画の国土交通大臣による認定を受け、当該計



 

 

 

画を適正に実施していることについて国土交通省又は適

正就労監理機関による確認等を受けることが求められま

す。 

26 P.15 ○3つ目 

 

○ 建設分野において１号特定技能外国人を受け入れ

る場合には、国土交通大臣による建設特定技能受入

計画の認定を受けなければなりません。国土交通省へ

の建設特定技能受入計画の申請後、当該計画の認

定前に、地方出入国在留管理局に対する在留諸申請

を行うことができますが、地方出入国在留管理局によ

る在留諸申請に係る許可・交付を受けるためには、建

設特定技能受入計画の認定証の写しの提出が必要と

なりますのでご注意ください。【告示第２条第１号】 

 

○ 建設分野において１号特定技能外国人を受け入れ

る場合には、国土交通大臣による建設特定技能受入

計画の認定を受けなければなりません。国土交通省

への建設特定技能受入計画の申請後、当該計画の

認定前に、地方出入国在留管理局に対する在留諸

申請を行うことができますが、地方出入国在留管理

局による在留諸申請に係る許可・交付を受けるために

は、建設特定技能受入計画の認定証の写しの提出

が必要となりますのでご注意ください。【告示第２条第

１号イ】 

27 

 

P.15 ○4つ目 

 

○ １号特定技能外国人の特定技能所属機関には、認

定計画を適正に実施していることについて国土交通省

又は適正就労監理機関の確認を受けること及び国土

交通省が行うその他の調査・指導に協力することが求

められ、当該調査・指導に対して協力を行わない場合

には、基準に適合しないことから、特定技能外国人の

受入れはできないこととなります。【告示第２条第２号・

第３号】 

○ １号特定技能外国人の特定技能所属機関には、

認定計画を適正に実施していることについて国土交

通省又は適正就労監理機関の確認を受けること及び

国土交通省が行うその他の調査・指導に協力すること

が求められ、当該調査・指導に対して協力を行わない

場合には、基準に適合しないことから、特定技能外国

人の受入れはできないこととなります。【告示第２条第

１号ロ・ハ】 

28 

 

P.16 ○6つ目 

 

〇 特定技能所属機関が正当な理由なく適正就労監理

機関の巡回訪問に対して非協力的な態度を取ること

や適正就労監理機関からの質問に対して不誠実な対

応をとることは、１号特定技能外国人の適正な就労環

境の確保を妨げる行為であり、国土交通大臣による報

告の徴収若しくは指導の対象となり、又は特定技能所

属機関の基準に適合しないこととなります。【告示第２

〇 特定技能所属機関が正当な理由なく適正就労監

理機関の巡回訪問に対して非協力的な態度を取るこ

とや適正就労監理機関からの質問に対して不誠実な

対応をとることは、１号特定技能外国人の適正な就労

環境の確保を妨げる行為であり、国土交通大臣によ

る報告の徴収若しくは指導の対象となり、又は特定技

能所属機関の基準に適合しないこととなります。【告



条第２号・第３号、第６条第１項】 示第２条第１号ロ・ハ、第６条第１項】 

29 

 

 

 

 

 

P.16 

 

 

 

○８つ目 

 

（新設） 

 

 

○ １号特定技能外国人が退職した場合は、当該特定

技能外国人の受入計画は満了したことになります。退

職した１号特定技能外国人が同じ特定技能所属機

関で就労を開始したい場合は、新たに当該特定技能

外国人にかかる計画を申請し、国土交通省の認定を

受ける必要があります。 

30 P.16 

 

○9つ目 

 

 

 

（新設） 

 

○ 建設特定技能受入計画は、就労中又は就労予定

の１号特定技能外国人が一人もいなくなった場合で

あっても認定の取消しがなされるまでは継続されてい

ます。このため、就労中又は就労予定の特定技能外

国人が一人もいなくなった場合であっても、第２条第１

号ロ・ハ及び第３条各号の要件を満たしている必要が

あります。これらの要件を満たす義務を免除されるた

めには、認定受入計画の取消申請を行い、国土交通

省の承認を受けて、認定受入計画を取り消す必要が

あります。 

31 P.16 

 

○10つ目 

 

（新設） 

 

○ 特定技能所属機関は、１号特定技能外国人を受け

入れる際、必要に応じた訓練・各種研修の実施等を

行うことが必要です。特に当該１号特定技能外国人

が技能実習で従事した職種とは異なる業務に従事さ

せる等の場合には、労働災害を防止するために、十

分な訓練や安全衛生教育を含む各種研修等を実施

する必要があります。 

32 P.16 

 

２．建設分野におい

て２号特定技能所属

機関に求める基準 

（新設） 

 

２．建設分野において２号特定技能外国人と特定技能

雇用契約を締結しようとする特定技能所属機関に求

める基準 



33 P.16 

 

〇1つ目 （新設） 

 

○ ２号特定技能外国人の特定技能所属機関には、

建設業法第３条第１項の許可を受けていること、建設

キャリアアップシステムに登録していること及び告示第

１０条の登録を受けた法人又は当該法人を構成する

建設業者団体に所属し、同条第１号イに規定する行

動規範を遵守することが求められます。【告示第２条

第２号イ・ロ・ハ】 

34 P.17 【確認対象の書類】 

 

○ 建設特定技能受入計画の認定証（告示様式第３）の写

し 

○ 建設分野における特定技能外国人の受入れに関する

誓約書（分野参考様式第６―１号） 

＜特定技能１号＞ 

○ 建設特定技能受入計画の認定証（告示様式第３）の

写し 

○ 建設分野における特定技能外国人の受入れに関する

誓約書（分野参考様式第６―１号） 

＜特定技能２号＞ 

○ 建設分野における特定技能外国人の受入れに関する

誓約書（分野参考様式第６―１号） 

○ 建設分野における２号特定技能外国人特定技能雇

用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準に関す

る誓約書（分野参考様式第６―２号） 

〇 建設業法（昭和 24 法律第 100 号）第３条第 1 項の

許可を受けていることを証する書類 

〇 特定技能所属機関になろうとする者の建設キャリアア

ップシステム申請番号又は事業者ＩＤを明らかにする書

類（登録後に送付されるハガキ又はメールの写し） 

35 P.18 第４ 建設特定技能

受入計画の認定 

【関係規定】 

告示第３条‐第 8条 

 

告示第３条 

前条第１号の認定を受けようとする者（以下「認定申請

者」という。）は、様式第１により建設特定技能受入計画を

作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 

２ 建設特定技能受入計画には、次に掲げる事項を記載し

告示第３条 

前条第１号イの認定を受けようとする者（以下「認定申

請者」という。）は、様式第１により建設特定技能受入計画

を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 

２ 建設特定技能受入計画には、次に掲げる事項を記載



 なければならない。 

一 認定申請者に関する事項 

二 国内人材確保の取組に関する事項 

三 １号特定技能外国人の適正な就労環境の確保に関

する事項 

四 １号特定技能外国人の安全衛生教育及び技能の習

得に関する事項 

３ 国土交通大臣は、第１項の規定による認定の申請があ

った場合において、その建設特定技能受入計画が次の

各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、そ

の認定をするものとする。 

一 認定申請者が次に掲げる要件をいずれも満たしてい

ること。 

イ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の許

可を受けていること。 

ロ 建設キャリアアップシステム（一般財団法人建設

業振興基金が提供するサービスであって、当該サ

ービスを利用する工事現場における建設工事の施

工に従事する者や建設業を営む者に関する情報を

登録し、又は蓄積し、これらの情報について当該サ

ービスを利用する者の利用に供するものをいう。以

下同じ。）に登録していること。 

ハ 第１０条の登録を受けた法人又は当該法人を構

成する建設業者団体に所属し、同条第１号イに規

定する行動規範を遵守すること。 

ニ 建設特定技能受入計画の申請の日前５年以内

又はその申請の日以後に、建設業法に基づく監督

処分を受けていないこと。 

しなければならない。 

一 認定申請者に関する事項 

二 国内人材確保の取組に関する事項 

三 １号特定技能外国人の適正な就労環境の確保に

関する事項 

四 １号特定技能外国人の安全衛生教育及び技能の

習得に関する事項 

３ 国土交通大臣は、第１項の規定による認定の申請があ

った場合において、その建設特定技能受入計画が次の

各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、そ

の認定をするものとする。 

一 認定申請者が次に掲げる要件をいずれも満たして

いること。 

イ 建設業法第３条第１項の許可を受けていること。 

ロ 建設キャリアアップシステムに登録していること。 

ハ 第１０条の登録を受けた法人又は当該法人を構

成する建設業者団体に所属し、同条第１号イに規

定する行動規範を遵守すること。 

ニ 建設特定技能受入計画の申請の日前５年以内

又はその申請の日以後に、建設業法に基づく監督

処分（同法第２９条第１項第５号による処分を除

く。）を受けていないこと。 

ホ 職員の適切な処遇、適切な労働条件を提示した

労働者の募集その他の国内人材確保の取組を行

っていること。 

二 １号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する

日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定

的に支払い、技能の習熟に応じて昇給を行うととも



ホ 職員の適切な処遇、適切な労働条件を提示した

労働者の募集その他の国内人材確保の取組を行っ

ていること。 

二 １号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日

本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に

支払い、技能習熟に応じて昇給を行うとともに、その旨

を特定技能雇用契約に明記していること。 

三 １号特定技能外国人に対し、特定技能雇用契約を

締結するまでの間に、当該契約に係る重要事項につ

いて、様式第２により当該外国人が十分に理解するこ

とができる言語で説明していること。 

四 １号特定技能外国人の受入れを開始し、若しくは終

了したとき又は１号特定技能外国人が特定技能雇用

契約に基づく活動を継続することが困難となったとき

は、国土交通大臣に報告を行うこと。 

五 １号特定技能外国人を建設キャリアアップシステム

に登録すること。 

六 １号特定技能外国人が従事する建設工事におい

て、申請者が下請負人である場合には、発注者から

直接当該工事を請け負った建設業者の指導に従うこ

と。 

七 １号特定技能外国人の総数と外国人建設就労者

（外国人建設就労者受入事業に関する告示（平成２６

年国土交通省告示第８２２号）第２の２に規定する外

国人建設就労者をいう。以下同じ。）の総数の合計が

常勤の職員（１号特定技能外国人、技能実習生（外

国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保

護に関する法律（平成２８年法律第８９号）第２条第１

に、その旨を特定技能雇用契約に明記していること。 

三 １号特定技能外国人に対し、特定技能雇用契約を

締結するまでの間に、当該契約に係る重要事項につ

いて、様式第２により当該外国人が十分に理解するこ

とができる言語で説明していること。 

四 １号特定技能外国人の受入れを開始し、若しくは終

了したとき又は１号特定技能外国人が特定技能雇用

契約に基づく活動を継続することが困難となったとき

は、国土交通大臣に報告を行うこと。 

五 １号特定技能外国人を建設キャリアアップシステム

に登録すること。 

六 １号特定技能外国人が従事する建設工事におい

て、申請者が下請負人である場合には、発注者から

直接当該工事を請け負った建設業者の指導に従うこ

と。 

七 １号特定技能外国人の総数と外国人建設就労者

（外国人建設就労者受入事業に関する告示（平成２

６年国土交通省告示第８２２号）第２の２に規定する

外国人建設就労者をいう。以下同じ。）の総数の合

計が常勤の職員（１号特定技能外国人、技能実習

生（外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習

生の保護に関する法律（平成２８年法律第８９号）第

２条第１項に規定する技能実習生をいう。）及び外国

人建設就労者を含まない。）の総数を超えないこと。 

八 １号特定技能外国人に対し、受け入れた後におい

て、国土交通大臣が指定する講習又は研修を受講

させること。 

第４条 



項に規定する技能実習生をいう。）及び外国人建設就

労者を含まない。）の総数を超えないこと。 

八 １号特定技能外国人に対し、受け入れた後におい

て、国土交通大臣が指定する講習又は研修を受講さ

せること。 

第４条 

国土交通大臣は、第２条第１号の認定をしたときは、認

定申請者に対し、様式第３による認定証を交付するものと

する。 

２ 国土交通大臣は、第２条第１号の認定を受けた建設特

定技能受入計画（以下「認定受入計画」という。）の適正

な実施を確保するため、建設キャリアアップシステムを運

営する一般財団法人建設業振興基金、第７条に規定す

る適正就労監理機関及び第１０条の登録を受けた法人

に対し、認定申請者の同意を得て、必要最小限度の範

囲で、前項の認定証に記載された内容を提供することが

できる。 

第５条 

特定技能所属機関は、認定受入計画について変更をす

るときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

ただし、軽微な変更については、この限りでない。 

２ 特定技能所属機関は、前項に定める軽微な変更をした

ときは、遅滞なく、その内容を国土交通大臣に届け出な

ければならない。 

３ 前２条の規定は、第１項の認定について準用する。 

第６条 

国土交通大臣は、認定受入計画（前条第１項の規定に

よる変更の認定及び同条第２項の規定による変更の届出

国土交通大臣は、第２条第１号イの認定をしたとき

は、認定申請者に対し、様式第３による認定証を交付

するものとする。 

２ 国土交通大臣は、第２条第１号イの認定を受けた建設

特定技能受入計画（以下「認定受入計画」という。）の

適正な実施を確保するため、建設キャリアアップシステ

ムを運営する一般財団法人建設業振興基金、第７条に

規定する適正就労監理機関及び第１０条の登録を受け

た法人に対し、認定申請者の同意を得て、必要最小限

度の範囲で、認定受入計画の内容を提供することがで

きる。 

第５条 

特定技能所属機関は、認定受入計画について変更

をするときは、国土交通大臣の認定を受けなければなら

ない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。 

２ 特定技能所属機関は、前項に定める軽微な変更をし

たときは、遅滞なく、その内容を国土交通大臣に届け出

なければならない。 

３ 特定技能所属機関は、全ての１号特定技能外国人の

受入れを終了し、新たな特定技能雇用契約の締結を

行わない場合は、国土交通大臣に認定受入計画の認

定の取消しを申請することができる。 

４ 前２条の規定は、第１項の認定について準用する。 

第６条 

国土交通大臣は、認定受入計画（前条第１項の規定

による変更の認定及び同条第２項の規定による変更の

届出があったときは、その変更後のもの。以下同じ。）の

実施状況を確認し、認定受入計画の適正な実施を確保



があったときは、その変更後のもの。以下同じ。）の実施状

況を確認し、認定受入計画の適正な実施を確保するため

に必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、

報告を求め、又は指導をすることができる。 

２ 国土交通大臣は、１号特定技能外国人の適正な就労

環境を確保するため、次条に規定する適正就労監理機

関に対して、認定受入計画の実施状況の確認その他必

要な情報の収集並びに特定技能所属機関及び１号特定

技能外国人に対する指導及び助言を行わせることができ

る。 

第７条（略） 

第８条 

国土交通大臣は、次のいずれかに該当するときは、建設

特定技能受入計画の認定を取り消すことができる。 

一 認定受入計画が第３条第３項各号のいずれかに適

合しなくなったと認めるとき。 

二 認定受入計画が適正に実施されていないとき。 

三 不正の手段により第２条第１号又は第５条第１項の

認定を受けたとき。 

四 第６条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の

報告をしたとき。 

するために必要があると認めるときは、特定技能所属機

関に対し、報告を求め、又は指導をすることができる。 

２ 国土交通大臣は、１号特定技能外国人の適正な就労

環境を確保するため、次条に規定する適正就労監理機

関に対して、認定受入計画の実施状況の確認その他必

要な情報の収集並びに特定技能所属機関及び１号特

定技能外国人に対する指導及び助言を行わせることが

できる。 

第７条（略） 

第８条 

国土交通大臣は、次のいずれかに該当するときは、建

設特定技能受入計画の認定を取り消すことができる。 

一 認定受入計画が第３条第３項各号のいずれかに適

合しなくなったと認めるとき。 

二 認定受入計画が適正に実施されていないとき。 

三 不正の手段により第２条第１号イ又は第５条第１項

の認定を受けたとき。 

四 第６条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の

報告をしたとき。 

五 特定技能所属機関から第５条第３項の規定に基づ

く申請があったとき。 

36 P.20 １．概要 

 

告示第２条第１号の認定を受けようとする者は、告示

様式第１により建設特定技能受入計画を作成し、国土

交通大臣に提出する必要があります。 

国土交通省への建設特定技能受入計画の申請後、

当該計画の認定前に、地方出入国在留管理局に対する

在留諸申請を行うことができますが、地方出入国在留管

理局による在留諸申請に係る許可・交付を受けるために

告示第２条第１号イの認定を受けようとする者は、告

示様式第１により建設特定技能受入計画を作成し関係

法令に適合した添付書類とともに、国土交通大臣に提

出する必要があります。 

国土交通省への建設特定技能受入計画の申請後、

当該計画の認定前に、地方出入国在留管理局に対す

る在留諸申請を行うことができますが、地方出入国在



は、建設特定技能受入計画の認定証の写しの提出が必

要となりますのでご注意ください。 

 

留管理局による在留諸申請に係る許可・交付を受ける

ためには、建設特定技能受入計画の認定証の写しの提

出が必要となりますのでご注意ください。 

37 P.20 ２．建設特定技能受

入計画の認定 

（１）建設特定技能受

入計画の認定要件

及び記載事項 

建設特定技能受入計画（以下「計画」という。）は、試

験を経て雇用する場合、技能実習修了者を雇用する場

合（技能実習先でそのまま継続して雇用する場合及び技

能実習先以外の企業で雇用する場合いずれも含む）、

既に日本で就労中の特定技能外国人の転職者を雇用

する場合など、新たに特定技能雇用契約を結ぶ場合に

は必ず国土交通大臣の認定が必要です。 

計画は、低賃金や社会保険未加入といった処遇で労

働者を雇用する等の劣悪な労働環境が確認される企業

の建設市場への参入を認めず公正な競争環境を維持

すること、他産業・他国と比して有為な外国人材を確保

すること、雇用者・被雇用者双方が納得できる処遇により

建設業における外国人技能者の失踪・不法就労を防止

すること、特定技能所属機関における受注環境の変化

が起こった場合でも建設業界として特定技能外国人の

雇用機会を確保すること等、特定技能外国人を受け入

れるにあたって建設業界として必要であると認められる事

項について、国土交通大臣による認定及びその実施状

況の継続的な確認により担保しようとするものです。した

がって、計画の遵守は、国のみならず、業界の共通利益

に資するものです。 

計画の認定及び記載事項に係る留意事項は、以下の

とおりです。また、計画の認定後、認定証に記載された

内容について、必要最小限の範囲で、建設キャリアアッ

プシステムを運営する一般財団法人建設業振興基金、

建設特定技能受入計画（以下「計画」という。）は、試

験を経て雇用する場合、技能実習修了者を雇用する

場合（技能実習先でそのまま継続して雇用する場合及

び技能実習先以外の企業で雇用する場合いずれも含

む）、既に日本で就労中の特定技能外国人の転職者を

雇用する場合（一度退職した特定技能外国人を退職

時と同じ特定技能所属機関が再雇用する場合を含む）

など、新たに特定技能雇用契約を結ぶ場合には必ず国

土交通大臣の認定が必要です。 

計画は、低賃金や社会保険未加入といった処遇で労

働者を雇用する等の劣悪な労働環境が確認される企

業の建設市場への参入を認めず公正な競争環境を維

持すること、他産業・他国と比して有為な外国人材を確

保すること、雇用者・被雇用者双方が納得できる処遇に

より建設業における外国人技能者の失踪・不法就労を

防止すること、特定技能所属機関における受注環境の

変化が起こった場合でも建設業界として特定技能外国

人の雇用機会を確保すること等、特定技能外国人を受

け入れるにあたって建設業界として必要であると認めら

れる事項について、国土交通大臣による認定及びその

実施状況の継続的な確認により担保しようとするもので

す。したがって、計画の遵守は、国のみならず、業界の

共通利益に資するものです。 

計画の認定及び記載事項に係る留意事項は、以下

のとおりです。また、計画の認定後、認定受入計画の内



適正就労監理機関及び特定技能外国人受入事業実施

法人に提供しますので、あらかじめご了解ください。 

 

容について、必要最小限の範囲で、建設キャリアアップ

システムを運営する一般財団法人建設業振興基金、

適正就労監理機関及び特定技能外国人受入事業実

施法人に提供しますので、あらかじめご了解ください。 

38 P.22 ③１号特定技能外国

人の適正な就労

環境の確保に関す

る事項【告示第３

条第３項第２号～

第７号】 

〇１号特定技能外国

人の処遇について 

（告示様式第１別紙

１の３（５）（６）、告示

様式第１別紙２の１） 

〇１号特定技能外国人の処遇について（告示様式第１ ３

（1）①(6)(7)） 

 

〇１号特定技能外国人の処遇について（告示様式第１別

紙１の３（５）（６）、告示様式第１別紙２の１） 

 

39 P.22  1つ目 

 

 報酬予定額については、告示第３条第３項第２号にお

いて「同等の技能を有する日本人が従事する場合と同

等額以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じ

て昇給を行うとともに、その旨を特定技能雇用契約に

明記していること」を要件としています。 

 報酬予定額については、告示第３条第３項第２号に

おいて「同等の技能を有する日本人が従事する場合

と同等額以上の報酬を安定的に支払い、技能の習熟

に応じて昇給を行うとともに、その旨を特定技能雇用

契約に明記していること」を要件としています。 

40 P23 （報酬の額） 

 1つ目 

 

 

 １号特定技能外国人は技能実習修了者と同様に、既

に一定程度の経験又は技能等を有していることから、

相応の経験を有する者として扱う必要があります。な

お、建設分野特定技能１号評価試験又は技能検定３

級合格者は３年程度又は５年程度の経験を有する者

として扱うこととします。このため、報酬予定額を決める

際には、技能実習生（２号）を上回ることはもちろんのこ

と、実際に１号特定技能外国人と同等の経験を積んだ

 １号特定技能外国人は技能実習修了者と同様に、

既に一定程度の経験又は技能等を有していることか

ら、相応の経験を有する者として扱う必要があります。

なお、建設分野特定技能１号評価試験又は技能検

定３級合格者は３年程度又は５年程度の経験を有す

る者として扱うこととします。このため、報酬予定額を

決める際には、技能実習２号修了者であれば概ね３

年間、技能実習３号修了者であれば概ね５年間、日



日本人の技能者に支払っている報酬と比較し、適切に

報酬予定額を設定する必要があります。なお、同等の

技能を有する日本人の処遇が低い場合は、処遇改善

等、国内人材確保に向けた取組を行っておらず、告示

第３条第３項第１号ホの基準を満たさないものと判断し

ます。 

 

本に在留し技能実習を修了した者であることから、従

事しようとする業務について、概ね３年又は５年程度

の経験者として取り扱う必要があります。技能実習生

として受け入れたことがある者を特定技能外国人とし

て雇用する場合、技能実習生の最終年度の報酬を

上回ることはもちろんのこと、実際に１号特定技能外

国人になろうとする者と同等の経験を積んだ日本人の

技能者に支払っている報酬と比較し、適切に報酬予

定額を設定する必要があります。また、建設就労者

受入事業における建設就労者として従事した経験を

有する特定技能外国人については、その経験年数を

加算して報酬額を決定する必要があります。なお、同

等の技能を有する日本人の処遇が低い場合は、処遇

改善等、国内人材確保に向けた取組を行っておら

ず、告示第３条第３項第１号ホの基準を満たさないも

のと判断します。 

41 P.23  ２つ目 

 

（新規）  特定技能所属機関になろうとする者が、技能実習生・

建設就労者を雇用している又は雇用していたことがあ

る場合は、当該技能実習生・建設就労者に支払って

いる又は支払っていた報酬とも比較し、適切に報酬予

定額を設定する必要があります。 

42 P.23  ３つ目 

 

（新規）  業務区分統合により、既に就労中（認定済で受入前

の者を含む）の１号特定技能外国人の報酬を直ちに

変更する必要はありません。 

しかし、認定計画以外の職種や作業に１号特定技能

外国人が従事する場合は、同等の技能を有する日

本人が従事する場合と同等額以上の報酬を支払う

必要があるため、変更後に従事する業務内容につい



て同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬

額になるよう整合のとれた昇給を行い、その旨を明記

した雇用契約を締結したうえで、国土交通大臣に外

国人就労管理システム上で届け出る必要がありま

す。 

43 P.23  ４つ目 

 

 

（新規）  特定技能の業務区分は、一定の工事を行う上で必

要となる基本的な知識・経験等をもとに、共通する技

能が認められる作業を業務として区分したものです。

したがって例えば、「とび」の技能実習３号を修了した

者を「建設機械施工」に従事させる予定である場合、

５年の「建設機械施工」の技能を有する者として取り

扱います。この者が建設就労者であった場合は建設

就労の期間（２年又は３年）の経験が加算され、７年

～８年の「建設機械施工」の経験を有する者として報

酬予定額を決める必要があり、同等の「建設機械施

工」の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であ

ることが求められます。 

44 P.24  5つ目 

 

 国土交通省の計画の認定審査において、同等の技能

を有する日本人と同等額以上の原則の徹底、賃金が

高い地域への特定技能外国人の偏在、集中の緩和の

観点から、申請書に記載された報酬額について 

・同じ事業所内の同等技能を有する日本人の賃金 

・事業所が存する圏域内における同一又は類似職種

の賃金水準 

・全国における同一又は類似職種の賃金の水準 

・他の在留資格から変更して継続雇用する場合には、

これまでの賃金 

と比較して審査を行い、低いと判断される場合には引

 国土交通省の計画の認定審査において、同等の技

能を有する日本人と同等額以上の原則の徹底、賃金

が高い地域への特定技能外国人の偏在、集中の緩

和の観点から、申請書に記載された報酬額について 

・同じ事業所内の同等技能を有する日本人の賃金 

・事業所が存する圏域内における同一又は類似職種

の賃金水準 

・全国における同一又は類似職種の賃金の水準 

・他の在留資格から変更して継続雇用する場合に

は、これまでの賃金 

・既に１号特定技能外国人が在籍している場合は当



き上げるよう指導することがあります。その場合には、

特定技能所属機関は、報酬額を変更の上で、再度、

雇用契約の重要事項説明や契約締結の手続を行っ

ていただくことになります。 

 

該者、技能実習・建設就労者が在籍している場合は

当該者の賃金 

と比較して審査を行い、低いと判断される場合には引

き上げるよう指導することがあります。その場合には、

特定技能所属機関は、報酬額を変更の上で、再度、

雇用契約の重要事項説明や契約締結の手続を行っ

ていただくことになります。 

45 P.24 （報酬の支払形態） 

 ３つ目 

 

（新設）  また、「報酬を安定的に支払い」とは、月給制のほ

か、特定技能外国人への報酬の支払いをより確実

かつ適正なものとするため、報酬の支払方法を預

貯金口座への振込とすることも意味しています。

特定技能所属機関は、重要事項事前説明の段階で

特定技能外国人に対し、報酬の支払方法として預

貯金口座への振込みであることを説明した上で、

当該外国人の同意を得る必要があります。 

46 P.25 （昇給等） 

 1つ目 

 

 １号特定技能外国人が在留することができる期間は、

通算して５年を超えない範囲とされており、この範囲で

就労することが可能です。したがって、技能の習熟

（例：実務経験年数、資格・技能検定を取得した場

合、建設キャリアアップシステムの能力評価におけるレ

ベルがステップアップした場合等）に応じて昇給を行う

ことが必要であり、その昇給見込額等をあらかじめ特定

技能雇用契約や計画に記載しておくことが必要です。 

 １号特定技能外国人が在留することができる期間は、

通算して５年を超えない範囲とされており、この範囲で

就労することが可能です。したがって、技能の習熟

（例：実務経験年数、資格・技能検定を取得した場

合、建設キャリアアップシステムの能力評価における

レベルがステップアップした場合等）に応じて昇給を行

うことが必要であり、その昇給見込額等をあらかじめ特

定技能雇用契約及び計画に記載しておくことが必要

です。 

47 P.25  ２つ目 

 

 また、賞与、各種手当や退職金についても日本人と同

等に支給する必要があり、特定技能外国人だけが不

利になるような条件は認められません。 

 

 また、賞与、各種手当や退職金についても日本人と

同等に支給する必要があり、特定技能外国人だけが

不利になるような条件は認められません。 

就業規則や賃金規定において、無期雇用契約者と有



期雇用契約者で賞与・退職金の取扱いが異なる場合

は、無期雇用契約者と同等以上である必要がありま

す。これは、１号特定技能外国人は本人の希望では

なく、制度によって有期雇用契約しか選択できないも

のであるため、無期雇用契約者と同等以上とするもの

です。 

48 P.25 〇１号特定技能外国

人に対する事前説明

について（告示様式

第１別紙２の２、様式

第２） 

〇１号特定技能外国人に対する事前説明について（告示

様式第１ ３（1）②、様式第２） 

〇１号特定技能外国人に対する事前説明について（告示

様式第１別紙２の２、様式第２） 

49 P.25 

 

 1つ目 

 

特定技能所属機関は、必ず告示様式第２を用い、１号

特定技能外国人に支払われる報酬予定額や業務内

容等について、事前に当該外国人が十分に理解する

ことができる言語を用いて説明し、当該契約に係る重

要事項について理解していることを確認する必要があり

ます。外国人が十分に理解することができる言語を用

いた説明については、国土交通省のホームページにお

いて公表している様式例を参考にしてください。 

 

特定技能所属機関は、必ず告示様式第２を用い、１

号特定技能外国人に支払われる報酬予定額や業務

内容等について、申請日及び雇用開始予定日前概

ね６か月以内に当該外国人が十分に理解することが

できる言語を用いて説明し、当該契約に係る重要事

項について理解していることを確認する必要がありま

す。「当該外国人が十分に理解することができる言

語」が日本語である場合にはその根拠（例：日本の高

校を卒業している、日本の大学を卒業している、日本

語検定でN2以上に合格している等）を申請書に記載

してください。単に技能実習２号又は３号を修了してい

るというだけでは根拠となりません。 

50 P.26  3つ目 

 

 当該業務に特定技能外国人を従事させる可能性があ

る場合には、必ず、告示様式第２の「６．業務内容」欄

に明記のうえ、健康上のリスクとその予防方策について

具体的かつ丁寧に説明を行い、当該外国人から理

解・納得を得た場合に限り、雇用契約を締結するよう

 当該業務に１号特定技能外国人を従事させる可能

性がある場合には、必ず、告示様式第２の「６．業務

内容」欄に明記のうえ、健康上のリスクとその予防方

策について具体的かつ丁寧に説明を行い、当該外国

人から理解・納得を得た場合に限り、雇用契約を締



にしてください。なお、従事させる理由の如何によって

は計画を認定しないこともあり得ます。 

結するようにしてください。なお、従事させる理由の如

何によっては計画を認定しないこともあり得ます。 

51 P.27 〇１号特定技能外国

人の受入れ状況等の

報告について（告示

様式第１別紙２の４） 

〇１号特定技能外国人の受入れ状況等の報告について

（告示様式第１ ３(1)④） 

〇１号特定技能外国人の受入れ状況等の報告について

（告示様式第１別紙２の４） 

52 P.27  １つ目 

 

 特定技能所属機関は、１号特定技能外国人の受入れ

を開始し、若しくは終了したとき又は当該外国人が特

定技能雇用契約に基づく活動を継続することが困難と

なったとき（例：経営悪化に伴う雇止め、受入計画の認

定の取り消し、在留資格の喪失、特定技能外国人の

失踪等）は、国土交通大臣に報告を行う必要がありま

す。 

 特定技能所属機関は、１号特定技能外国人の受入

れを開始し、若しくは特定技能雇用契約が終了したと

き又は当該外国人が特定技能雇用契約に基づく活

動を継続することが困難となったとき（例：経営悪化に

伴う雇止め、受入計画の認定の取り消し、在留資格

の喪失、特定技能外国人の失踪等）は、国土交通大

臣に報告を行う必要があります。 

53 P.27  2つ目  特に、告示第３条第３項第４号による受入れの報告

は、受入れ後原則として１か月以内に行う必要がありま

す。 

 特に、告示第３条第３項第４号による受入れの報告

は、受入れ後原則として１か月以内に行う必要があ

り、退職報告は特定技能雇用契約の終了後速やかに

行う必要があります。 

54 P.27 〇建設キャリアアップ

システムへの技能者

登録 

 １つ目 

 

 建設キャリアアップシステムには、特定技能所属機関

のみならず、特定技能外国人も入国後速やかに登録

する必要があります。 

 

 建設キャリアアップシステムには、特定技能所属機関

のみならず、特定技能外国人も入国後速やかに登録

する必要があります。技能者登録は簡易型登録・詳

細型登録のいずれかを指定することはありませんが、

昇給や手当に建設キャリアアップシステムのレベルア

ップが条件となっている場合は、レベル判定のできる

詳細型登録である必要があります。 

55 P.28 〇元請建設業者の

指導について（告示

様式第１別紙２の６） 

〇元請建設業者の指導について（告示様式第１ ３(1)⑥） 〇元請建設業者の指導について（告示様式第１別紙２の

６） 



56 P.28  ２つ目 

 

 例えば、特定技能所属機関が特定技能外国人を現場

に入場させる際には、現場入場届出書を各添付書類

と併せて元請建設業者に提出することが必要となりま

す。 

 例えば、特定技能所属機関が１号特定技能外国人

を現場に入場させる際には、現場入場届出書を各添

付書類と併せて元請建設業者に提出することが必要

となります。 

57 P.28  3つ目 

 

 計画の認定証の情報の全部又は一部は、告示第４条

第２項の規定に基づき、建設キャリアアップシステムを

運用する一般財団法人建設業振興基金に提供されま

すので、同システムに蓄積されることになり、その情報

に基づき、元請建設業者が指導することがあります。 

 認定受入計画の内容は、告示第４条第２項の規定に

基づき、建設キャリアアップシステムを運用する一般

財団法人建設業振興基金に提供されますので、同シ

ステムに蓄積されることになり、その情報に基づき、元

請建設業者が指導することがあります。 

58 P.28 〇常勤職員数（告示

様式第１別紙１ １

(10)、３(２)） 

〇常勤職員数（告示様式第１ １(９)、３(3)） 〇常勤職員数（告示様式第１別紙１ １(10)、３(２)） 

59 P.28  １つ目 

 

 １号特定技能外国人の総数と外国人建設就労者の総

数との合計が、特定技能所属機関となろうとする者の

常勤の職員（１号特定技能外国人、技能実習生及び

外国人建設就労者を含まない）の総数を超えてはいけ

ません。 

 建設分野の１号特定技能外国人の総数と外国人建

設就労者の総数との合計が、特定技能所属機関とな

ろうとする者の常勤の職員（全ての１号特定技能外国

人、技能実習生及び外国人建設就労者を含まない）

の総数を超えてはいけません。 

60 P.28 ④１号特定技能外国

人の安全衛生教育

及び技能の習得に関

する事項【告示第３

条第３項第８号】 

〇受入れ後の講習

又は研修について

（告示様式第１別紙

２の７） 

〇受入れ後の講習又は研修について（告示様式第１ ３(1)

⑦） 

〇受入れ後の講習又は研修について（告示様式第１別紙

２の７） 

61 P.29  ２つ目 

 

 受入れ後講習の受講のための旅費、受講料などの費

用負担は、特定技能所属機関が負担することになりま

 講習又は研修を受けさせる義務は、特定技能外国人

に課される義務ではなく、特定技能所属機関が受入



す。 

 

計画の認定を受けるための要件です。このため、講習

又は研修を受けさせる際は、特定技能所属機関の業

務の一環として当該特定技能外国人の出勤日として

取り扱う必要があるとともに、講習又は研修に参加す

るために必要な時間（移動時間等を含む）については

通常の出張と同様に取り扱う必要があります。 

62 P.29 〇受入予定期間（計

画期間）について（告

示様式第１別紙１ ３

（１）） 

 

（新設） ○受入予定期間（計画期間）について（告示様式第１別紙

１ ３（１）） 

 １号特定技能外国人については、通算で在留できる

期間の上限が５年となっています。計画期間や特定

技能雇用契約期間、在留期限に関わらず、「１号特

定技能」での通算在留期間が５年に達した時点で、以

後の在留は認められないことに留意してください。 

63 P.29 〇安全衛生教育につ

いて（告示様式第１

別紙１ ４(1)） 

〇安全衛生教育について（告示様式第１ ４(1)） 〇安全衛生教育について（告示様式第１別紙１ ４(1)） 

64 P.29  １つ目 

 

 計画には、特定技能外国人に従事させる業務に従い、

労働安全衛生法に基づく特別教育等の安全衛生教育

又は技能講習等を箇条書きしてください。特定技能外

国人に従事させようとする業務に必要となる安全衛生

教育の内容が満たされていない場合、国土交通省は

特定技能所属機関に対し、指導を行うことがあります。

なお、「平成31年３月28日付け基発0328第28号・

厚生労働省労働基準局長通知」記２に記載された事

項に係る、危険又は有害な業務に特定技能外国人を

従事させる場合には、雇い入れ時等の安全衛生教育

や特別教育等において、当該危険又は有害な業務に

伴う労働災害発生のおそれとその防止対策等につい

 計画には、１号特定技能外国人に従事させる業務に

従い、労働安全衛生法に基づく特別教育等の安全衛

生教育又は技能講習等を箇条書きしてください。１号

特定技能外国人に従事させようとする業務に必要と

なる安全衛生教育の内容が満たされていない場合、

国土交通省は特定技能所属機関に対し、指導を行う

ことがあります。なお、「平成 31 年３月 28 日付け基

発 0328 第 28 号・厚生労働省労働基準局長通知」

記２に記載された事項に係る、危険又は有害な業務

に特定技能外国人を従事させる場合には、雇い入れ

時等の安全衛生教育や特別教育等において、当該

危険又は有害な業務に伴う労働災害発生のおそれと



て正確に理解させるよう留意が必要です。 その防止対策等について正確に理解させるよう留意

が必要です。 

65 P.30 〇技能の習得につい

て（告示様式第１別

紙１ ４(2)） 

〇技能の習得について（告示様式第１ ４(2)） 〇技能の習得について（告示様式第１別紙１ ４(2)） 

66 P.30  １つ目 

 

 特定技能所属機関は、１号特定技能外国人の受入

後、在留期間中のできる限り早期に職種毎の能力評

価基準に定める安全衛生講習を受講させ、建設キャリ

アアップシステムのレベル２の能力レベルに相当する

技能教育を施す必要があります。 

 特定技能所属機関は、１号特定技能外国人の受入

後、在留期間中のできる限り早期に職種毎の能力評

価基準に定める安全衛生講習を受講させ、建設キャ

リアアップシステムのレベル２の能力レベルに相当す

る技能教育を施すよう努めてください。 

67 P.30  2つ目  特定技能所属機関は、受入後３年以内に技能検定２

級、５年以内に技能検定１級の取得を目指す等、５年

間の在留期間を見据えた技能の向上を図ることが必

要です。 

 特定技能所属機関は、受入後３年以内に技能検定２

級、５年以内に技能検定１級の取得を目指す等、５

年間の在留期間を見据えた技能の向上を図るよう努

める必要があります。 

68 P.30  3つ目  計画には、特定技能外国人の在留中の具体的な技能

習得の目標を記載してください。 

 計画には、特定技能外国人の在留中の具体的な技

能の習得の目標を記載してください。 

69 P.30 （２）提出書類 

 

① 建設特定技能受入計画認定申請書（告示様式第１） 

※ オンライン申請の場合不要 

② 建設特定技能受入計画（告示様式第１（別紙）） 

※ オンライン申請の場合不要 

③ 特定技能所属機関になろうとする者の登記事項証明  

書 

④ 常勤の職員の数を明らかにする文書（常勤の職員の社

会保険の加入状況が分かる書類を添付すること） 

⑤ 建設業法（昭和 24 法律第 100 号）第３条の許可を受

けていることを証する書類 

⑥ 特定技能所属機関になろうとする者の建設キャリアアッ

プシステム申請番号又は事業者ＩＤを明らかにする書類

① 建設特定技能受入計画認定申請書（告示様式第１） 

※ オンライン申請の場合不要 

② 建設特定技能受入計画（告示様式第１（別紙１、別紙

２、別紙３）） 

※ オンライン申請の場合不要 

③ 特定技能所属機関になろうとする者の登記事項証明    

書 

④ 常勤の職員の数を明らかにする文書（常勤の職員の

社会保険の加入状況が分かる書類を添付すること） 

⑤ 建設業法（昭和 24 法律第 100 号）第３条第１項の許

可を受けていることを証する書類 

⑥ 特定技能所属機関になろうとする者の建設キャリアア



（登録後に送付されるハガキ又はメールの写し） 

⑦ 建設キャリアアップ技能者ＩＤを明らかにする書類（建設

キャリアアップカードの写し） 

⑧ 特定技能外国人受入事業実施法人に加入していること

を証する書類（会員証明書の写し） 

⑨ ハローワークで求人した際の求人票（計画申請日から１

年以内のもの） 

⑩ １号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本

人が従事する場合と同等額以上の報酬額を安定的に支

払うことを証する書類 

※ 同等の技能を有する日本人の賃金台帳（直近の日本

人に対する平均的な月額の報酬支払実績が分かるも

の）及び実務経験年数を証する書類を含む 

⑪ 特定技能所属機関となろうとする者が、特定技能外国

人と締結した特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写

し 

⑫ １号特定技能外国人に対し、特定技能雇用契約を締

結するまでの間に、当該契約に係る重要事項について、

当該外国人が十分に理解することができる言語で書面を

交付して説明したことを証する書類の写し（告示様式第

２） 

⑬ 就業規則及び賃金規程（「常時１０人以上の労働者を

使用しない」企業であってこれらを作成していない場合に

は提出不要。これらを作成している場合には提出してくだ

さい。） 

 

 

ップシステム申請番号又は事業者ＩＤを明らかにする書

類（登録後に送付されるハガキ又はメールの写し） 

⑦ 建設キャリアアップ技能者ＩＤを明らかにする書類（建

設キャリアアップカードの写し） 

⑧ 特定技能外国人受入事業実施法人に加入しているこ

とを証する書類（会員証明書の写し） 

⑨ ハローワークで求人した際の求人票（計画申請日から１

年以内のもの） 

⑩ １号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日

本人が従事する場合と同等額以上の報酬額を安定的

に支払うことを証する書類 

※ 同等の技能を有する日本人の賃金台帳（直近の日本

人に対する平均的な月額の報酬支払実績が分かる

もの）及び実務経験年数を証する書類を含む 

⑪ 特定技能所属機関となろうとする者が、特定技能外国

人と締結した特定技能雇用契約書及び雇用条件書の

写し（※１） 

⑫ １号特定技能外国人に対し、特定技能雇用契約を締

結するまでの間に、当該契約に係る重要事項について、

当該外国人が十分に理解することができる言語で書面

を交付して説明したことを証する書類の写し（告示様式

第２） 

⑬ 就業規則及び賃金規程（「常時１０人以上の労働者を

使用しない」企業であってこれらを作成していない場合

には提出不要。これらを作成している場合には提出して

ください。） 

⑭ 法人番号の確認ができる書類（法人番号指定通知書

の 写 し 又 は 国 税 庁 法 人 番 号 公 表 サ イ ト



（http://www.houjinbangou.nta.go.jp）より自社の情報

を印刷したものの写しのいずれか１点） 

 

※１ 雇用契約書・雇用条件書は、労働基準法等に従

い、適切に契約されたものを提出してください。国土交

通省に雇用契約書・雇用条件書を提出して頂くのは、

労働に関する法令に関する審査を行うものではなく、建

設特定技能受入計画の認定に必要な事項の裏付け資

料として使用し、建設分野特有の基準を満たしているか

を確認したうえで審査を行うためです。建設特定技能受

入計画が認定されたからといって、その申請に添付され

た雇用契約書・雇用条件書に記載された内容が、労働

に関する法令等に照らして適法であると国土交通省が

認定したものとはなりません。労働に関する法令に関し

ての適法性に疑義がある場合は、国土交通省への申

請前に、申請企業等を所管する労働基準監督署にご

相談のうえ、適法に締結された契約書等を提出してくだ

さい。 

70 P.31 （３）申請先 

 

外 国 人 就 労 管 理 シ ス テ ム

(https://gaikokujinshuro.keg.jp/gjsk_1.0.0/por

tal ) 

※令和２年４月以降は、原則としてオンラインによる申

請となります。上記ＵＲＬ又は国土交通省ホームペ

ージのリンクからお進みください。 

※令和２年４月以降の計画の審査及び認定は各地方

整備局等において行います。お問い合わせ先は国

土交通省のホームページをご確認ください。 

外 国 人 就 労 管 理 シ ス テ ム

(https://gaikokujinshuro.keg.jp/gjsk_1.0.0/p

ortal ) 

※原則としてオンラインによる申請となります。上記Ｕ

ＲＬ又は国土交通省ホームページのリンクからお進

みください。 

※計画の審査及び認定は各地方整備局等において

行います。お問い合わせ先は国土交通省のホー

ムページをご確認ください。 

71 P.32 ３．建設特定技能受  分野参考様式第６－７、変更の届出については様式  変更の申請については分野参考様式第６－７、変更

https://gaikokujinshuro.keg.jp/gjsk_1.0.0/portal
https://gaikokujinshuro.keg.jp/gjsk_1.0.0/portal
https://gaikokujinshuro.keg.jp/gjsk_1.0.0/portal
https://gaikokujinshuro.keg.jp/gjsk_1.0.0/portal


入計画の変更 

 ２つ目 

第６－８を使用し、変更箇所が分かるように記載してく

ださい。 

の届出については様式第６－８を使用し、変更箇所が

分かるように記載してください。 

72 P.32  4つ目 

 

 変更を行わず特定技能外国人の受入れを継続した場

合、告示第８条により計画の認定が取り消される可能

性がありますので、留意してください。 

（変更申請が必要なケース） 

認定証記載事項の変更 

例：特定技能所属機関の住所、代表者、常勤職員

数、受入人数、就労場所等 

（変更届出が必要なケース） 

認定証記載事項以外の建設特定技能受入計画記

載事項の変更 

例：特定技能所属機関の連絡先等 

 変更を行わず特定技能外国人の受入れを継続した

場合、告示第８条により計画の認定が取り消される可

能性がありますので、留意してください。 

73 P.32  5つ目 

 

 

（新設）  新たな１号特定技能外国人の追加の場合も、１号特

定技能外国人受入リストの変更となるため、変更申請

となります。 

74 P.32  6つ目 

 

（新設）  １つの特定技能所属機関が保有することができる認

定受入計画は１つのみとなります。既に有効な認定受

入計画を保有している特定技能所属機関が、新たな

別個の特定技能受入計画を申請した場合は、告示

第３条第３項第７号の１号特定技能外国人の総数と

外国人建設就労者の総数の合計が常勤の職員の総

数を超えないことという基準について、第８条第３号に

定める不正の手段により第２条第１号イの認定を受け

たとみなされ、計画の認定が取り消される可能性があ

りますので、くれぐれも重複申請をしないように十分留

意してください。 

75 P.32  7つ目 （新設）  変更申請中に新たな別の変更申請をすることはでき



 ません。先に申請された変更申請の内容と抵触する

別の変更申請がなされた場合に、どちらの変更申請

に基づいて審査を行えばよいかの判断ができなくなる

ためです。変更申請を行う場合は、十分な余裕をもっ

て申請を行うようにしてください。 

（変更申請が必要なケース）  

１．雇用の根幹に関わる事項の変更 

２．受入の根幹に関わる事項の変更 

３．その他の重要事項の変更 

（変更届出が必要なケース） 

変更申請事項以外の事項の変更 

※変更申請と変更届出の区分につきましては、国土

交通省のホームページをご確認ください。 

76 P.32 （その他留意事項） （新設） １号特定技能外国人が退職し、再度退職前と同じ会

社で就労する場合、国土交通省の外国人就労管理シス

テムに「退職報告」を行い、再来日以後の計画期間に

ついて新たな計画の認定を受ける必要があります。 

また、この場合、地方出入国在留管理局にも以下の

届出が必要になります。 

①雇用契約を終了する場合 

「特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出」

及び「特定技能所属機関による特定技能雇用契約に

係る届出（特定技能雇用契約の終了）」 

②新たな雇用契約を締結する場合 

 「特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る

届出（新たな特定技能雇用契約の締結）」 

 新たな雇用契約に対応する建設特定技能受入計

画認定証の写しを添付してください。    



※届出方法の詳細については、特定技能外国人受入れ

に関する運用要領の第７章 特定技能所属機関に関

する届出をご確認ください。 

77 P.33 ４．建設特定技能受

入計画の認定の取消

し 

 

告示第８条のいずれかに該当するときは、計画の認定が

取り消されることとなります。 

また、計画の認定が取り消された場合、特定技能所属機

関は、特定技能外国人を他の特定技能所属機関へ転職さ

せるための支援を行う必要があります。 

建設分野の場合、告示第１４条の登録法人が転職先の

斡旋を行うことになっていますので、特定技能所属機関自

らが転職先を確保できない場合には、登録法人に対して、

転職の支援が必要な旨、報告を行ってください。 

告示第８条のいずれかに該当するときは、計画の認定

が取り消されることとなります。 

また、計画の認定が取り消された場合、特定技能所属

機関は、特定技能外国人を他の特定技能所属機関へ転

職させるための支援を行う必要があります。 

建設分野の場合、告示第１０条の登録法人が転職先の

斡旋を行うことになっていますので、特定技能所属機関自

らが転職先を確保できない場合には、登録法人に対して、

転職の支援が必要な旨、報告を行ってください。 

78 P.36 【関係規定】 

分野別運用要領（抜

粋） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 第１ 特定産業分野において認められる人材の基準に関

する事項 

１．技能水準及び評価方法等 

（１）「建設分野特定技能１号評価試験」又は「技能検定３

級」（運用方針３（１）アの試験区分：運用方針別表１

ａ．試験区分（３（１）ア関係）のとおり） 

ア 技能水準及び評価方法（特定技能１号） 

（技能水準） 

当該試験は、図面を読み取り、指導者の指

示・監督を受けながら、適切かつ安全に作業を

行うための技能や安全に対する理解力等を有す

る者であることを認定するものであり、この試験の

合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力

として稼働するために必要な知識や経験を有す

るものと認める。 

（評価方法） 



①  「建設分野特定技能１号評価試験」 

試験言語：日本語 

実施主体：国土交通大臣の登録を受けた特定

技能外国人受入事業実施法人 

実施方法：コンピューター・ベースド・テスティン

グ（ＣＢＴ）方式 

②  「技能検定３級」 

試験言語：日本語 

実施主体：都道府県（一部事務は都道府県職

業能力開発協会） 

実施方法：学科試験及び実技試験 

イ 試験の適正な実施を担保する方法 

① 建設分野特定技能１号評価試験については、

試験の実施に当たり、試験問題の厳重な管理、

当該試験内容に係る実務経験を有する試験監

督員の配置、顔写真付きの公的な身分証明書

による当日の本人確認や持ち物検査の実施

等、替え玉受験等の不正受験を防止する措置

を講じる。 

② 技能検定３級については、各試験実施主体に

おいて講じられている顔写真付きの公的な身分

証明書による当日の本人確認の実施等の措置

に従う。 

（２）「建設分野特定技能２号評価試験」、「技能検定１級」

又は「技能検定単一等級」（運用方針３（２）アの試験

区分：運用方針別表２ａ．試験区分（３（２）ア関係）の

とおり） 

ア 技能水準及び評価方法（特定技能２号） 



（技能水準） 

当該試験への合格及び建設現場において複数

の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程

を管理する者（以下「班長」という。）としての実務

経験（必要な年数については、試験区分ごとに国

土交通省が別途定める。）を要件とする。当該試

験は、上級の技能労働者が通常有すべき技能を

有する者であることを認定するものである。また、

班長としての実務経験を確認することで、その者が

建設現場において複数の技能者を指導しながら

作業に従事し、工程を管理する能力も有すると認

められる。 

従って、これらの要件を満たす者は、法第２条

の３第１項に規定する特定技能の在留資格に係る

制度の運用に関する基本方針（以下「基本方針」

という。）に定める熟練した技能を有するものと認め

る。 

（評価方法) 

①  「建設分野特定技能２号評価試験」 

試験言語：日本語 

実施主体：国土交通大臣の登録を受けた特定

技能外国人受入事業実施法人 

実施方法：コンピューター・ベースド・テスティン

グ（ＣＢＴ）方式 

② 「技能検定１級」又は「技能検定単一等級」 

試験言語：日本語 

実施主体：都道府県（一部事務は都道府県職

業能力開発協会） 



実施方法：学科試験及び実技試験 

 

イ 試験の適正な実施を担保する方法 

① 建設分野特定技能２号評価試験については、

試験の実施に当たり、試験問題の厳重な管

理、当該試験内容に係る実務経験を有する試

験監督員の配置、顔写真付きの公的な身分証

明書による当日の本人確認や持ち物検査の実

施等、替え玉受験等の不正受験を防止する措

置を講じる。 

② 技能検定１級及び技能検定単一等級につい

ては、各試験実施主体において講じられている

顔写真付きの公的な身分証明書による当日の

本人確認の実施等の措置に従う。 

79 P.38 １．概要 

 

建設分野における特定技能外国人の適正かつ円滑

な受入れを実現するための取組を実施する営利を目的

としない法人は、要件を満たせば、国土交通大臣から特

定技能外国人受入事業実施法人の登録を受けることが

できます。建設分野で１号特定技能外国人を受け入れ

る特定技能所属機関はすべて、この登録を受けた法人

に直接または間接的に所属し、その行動規範を遵守す

ることが求められます。 

建設分野における特定技能外国人の適正かつ円滑

な受入れを実現するための取組を実施する営利を目

的としない法人は、要件を満たせば、国土交通大臣か

ら特定技能外国人受入事業実施法人の登録を受ける

ことができます。建設分野で特定技能外国人を受け入

れる特定技能所属機関はすべて、この登録を受けた法

人に直接または間接的に所属し、その行動規範を遵守

することが求められます。 

80 P.38 ２．特定技能外国人

受入事業実施法人

の登録 

（１）登録要件 

①特定技能外国人

受入事業【告示第１

 登録法人は、建設分野特定技能外国人が有する能

力を有効に発揮できる環境を整備するため、海外現地

機関と業務提携をしたうえで、教育訓練プログラムを策

定し、教育訓練実施のための講師の派遣や訓練に必

要な資機材の調達等について取り組む必要がありま

す。 

 登録法人は、すべての試験区分についての建設分野

特定技能評価試験を実施する必要があります。また、

登録法人は建設分野特定技能１号及び２号に係る特

定技能評価試験の作成に当たっては試験実施業務

区分ごとに、関係建設業者団体（登録法人の正会員

である専門工事業団体に限る。）又は当該団体加盟



０条第１号】 

〇建設分野特定技

能評価試験の実施 

 １つ目 

企業の職員からなる試験委員と国土交通省及び登

録法人から構成される試験委員会の確認を受ける必

要があります。 

81 P.38  2つ目 

 

 試験の実施に係る総合調整は登録法人が行います

が、受入対象の試験区分に関係する専門工事業団体

は、それぞれ建設分野特定技能 1 号及び 2 号に係る

技能評価試験を作成し、登録法人の求めに応じて、

試験官の派遣や合否判定などの事務を支援するこ

とになります。 

（削除） 

82 P.39 〇建設分野における

特定技能外国人に

対する講習、訓練又

は研修の実施、就職

のあっせん等の取組 

〇建設分野特定技能外国人に対する講習、訓練又は研

修の実施、就職のあっせん等の取組 

〇建設分野における特定技能外国人に対する講習、訓練

又は研修の実施、就職のあっせん等の取組 

83 P.39  1つ目 

 

 登録法人は、建設分野特定技能外国人が有する能

力を有効に発揮できる環境を整備するため、海外現地

機関と業務提携をしたうえで、教育訓練プログラムを策

定し、教育訓練実施のための講師の派遣や訓練に必

要な資機材の調達等について取り組む必要がありま

す。 

 登録法人は、建設分野における特定技能外国人が

有する能力を有効に発揮できる環境を整備するた

め、海外現地機関と業務提携をしたうえで、教育訓練

プログラムを策定し、教育訓練実施のための講師の

派遣や訓練に必要な資機材の調達等について取り組

む必要があります。 

84 P.39  2つ目 

 

（新設）  また、登録法人は専門工事業団体と連携して、特定

技能外国人に対し、必要な技能研修や日本語研修

等について取り組む必要があります。 

85 P.39  3つ目 

 

 就職のあっせんについては、建設労働者の場合、民間

の有料職業紹介事業者による人材あっ旋が受けられ

ないため、他業種と比べて特定技能外国人の求人求

職に不利となっています。したがって、主に登録法人

 就職のあっせんについては、建設労働者の場合、民

間の有料職業紹介事業者による人材あっせんが受け

られないため、他業種と比べて特定技能外国人の求

人求職に不利となっています。したがって、主に登録



が、企業からの求人情報を集約し、求人求職のあっ旋

等を行うことになります（ハローワーク等の無料職業紹

介の活用は自由に行えます）。また、建設分野特定技

能外国人や技能実習修了者が現所属先から転職を

希望した際の対応も求めに応じて行うことになります。 

 

法人が、企業からの求人情報を集約し、求人求職の

あっせん等を行うことになります（ハローワーク等の無

料職業紹介の活用は自由に行えます）。また、建設

分野特定技能外国人や技能実習修了者が現所属

先から転職を希望した際の対応も求めに応じて行うこ

とになります。 

86 P.39 〇特定技能所属機

関が認定受入計画に

従った受入れを行っ

ていることを確保する

ための取組 

〇特定技能所属機関が計画に従った受入れを行っている

ことを確保するための取組 

 

〇特定技能所属機関が認定受入計画に従った受入れを

行っていることを確保するための取組 

 

87 P.39  １つ目 

 

 計画に従った受入れを行っていることを継続的に確認

することは、建設業界の共通の利益に資するものであ

り、国のみならず、建設業界を代表する立場である登

録法人自身にもその役割を担わせることとしたもので

す。いわば、登録法人は、建設業界の自警団としての

役割を担っていると考えて良いでしょう。 

 計画に従った受入れを行っていることを継続的に確

認することは、建設業界の共通の利益に資するもので

あるため、国のみならず、建設業界を代表する立場で

ある登録法人自身にもその役割を担わせることとした

ものです。いわば、登録法人は、建設業界の自警団と

しての役割を担っていると考えて良いでしょう。 

88 P.41 

 

（３）申請先 

 

（３）提出先 

〒100-8918 東京都千代田区霞が関 2-1-3 

国土交通省不動産・建設経済局国際市場課監理係 

（郵送又は持参） 

 

（３）申請先 

〒100-8918 東京都千代田区霞が関 2-1-3 

国土交通省不動産・建設経済局国際市場課 

（郵送又は持参） 

 



89 P.42 

 

特定技能所属機関

等が行う手続等

（フロー図） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 P.42 

 

特定技能所属機関

等が行う手続等

（フロー図） 

 

 

（新設）  

 

 

 

 



90 別表６－１ 別表６－１（建設） 
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別表６－２  

 

 



 



92 別表６－３  

 

 

93 

 

別表６－４  

 

 



94 別表６－５  

 

 



95 

 

別表６－６  

 

 



96 

 

別表６－７  

 

 

97 

 

別表６－８ 

別紙６－９ 

別紙６－１０ 

別紙６－１１ 

別紙６－１２ 

別紙６－１３ 

別紙６－１４ 

別紙６－１５ 

別紙６－１６ 

別紙６－１７ 

  （削除） 



別紙６－１８ 

別紙６－１９ 

98 分野参考 

様式第６－１ 

号 

 

  

 



99 分野参考 

様式第６－２ 

号 

  

 

 



100 分野参考 

様式第６－２ 

号 

（別紙） 

 

 

 



101 分野参考 

様式第６－３ 

号 

 

  



102 分野参考 

様式第６－３ 

号 

（別紙） 

  

 



103 分野参考 

様式第６－４ 

号 

 

  



104 分野参考 

様式第６－５ 

号 

 

  



105 分野参考 

様式第６－６ 

号 

 

  



106 分野参考 

様式第６－７ 

号 

 

  



107 分野参考 

様式第６－７ 

号 

（別紙） 

 

  



108 分野参考 

様式第６－８ 

号 

 

  



109 分野参考 

様式第６－９ 

号 

 （新設） 

 

 


